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非
常
勤
の
職
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災
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補
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す
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第
五
条
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項
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第
四
項
の
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限
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定
め
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一
部
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す
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則

(

管

理

課)

…
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○
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

職

員

課)

…

�

○
人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲

を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

管

理

課)

…
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公
営
企
業

○
青
森
県
病
院
局
職
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る
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程

(
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室)

…
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告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号

平
成
四
年
四
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
三
百
八
号

(

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
知
事
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定

め
る
額
及
び
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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年

齢

階

層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

四
、
三
一
七
円

一
二
、
七
五
〇
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

四
、
九
二
〇
円

一
二
、
七
五
〇
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
五
六
五
円

一
三
、
〇
二
八
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
〇
九
〇
円

一
六
、
〇
二
八
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
五
三
九
円

一
八
、
五
〇
〇
円

�
�
�
�
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
期
間
に
係
る
傷

病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
年
金

(

以
下

｢
年
金
た
る
補
償｣

と
い
う
。)

及

び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
月
前
の
期
間
に
係

る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
号

平
成
八
年
五
月
十
五
日
青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

(

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職

員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
金
額)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中

｢

十
万
四
千
七
百
三
十
円｣

を

｢

十
万
四
千
五
百
三
十
円｣

に
、

｢

五
万
六
千
七
百
九
十
円｣

を

｢

五
万
六
千
七
百
二
十
円｣

に
改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す

る
状
態
の
項
中

｢

五
万
二
千
三
百
七
十
円｣

を

｢

五
万
二
千
二
百
七
十
円｣

に
、

｢

二
万
八
千
四
百

円｣

を

｢

二
万
八
千
三
百
六
十
円｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
期
間
に
係
る
介

護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
月
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成23年５月11日 水曜日 第3385号 �

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

六
、
七
四
九
円

二
二
、
〇
六
五
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

六
、
六
八
八
円

二
三
、
七
五
〇
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
二
七
四
円

二
四
、
四
〇
九
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
、
五
四
九
円

二
三
、
一
八
三
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
六
二
九
円

二
〇
、
七
五
四
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
四
〇
円

一
五
、
二
一
七
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
四
〇
円

一
二
、
七
五
〇
円

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

オ
レ
ン
ジ
ド
ラ
ッ
グ
と
べ

薬
局

八
戸
市
類
家
三
丁
目
二
の
一
三

平
成
��･

�･

�

氏

名

住

所

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

大
向

清
海

八
戸
市
諏
訪
三
丁
目

八
の
一
〇
ビ
ラ
ー
ジ

ュ
ス
ワ
Ｂ
棟

清
海
鍼
灸
接
骨

院

八
戸
市
小
中
野
八
丁

目
一
五
の
二
一
マ
ン

シ
ョ
ン
河
村
Ｂ

平
成

��･

�･

��

� �
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
グ
ル
ー
プ

三

代
表
者
の
氏
名

成
田

二
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市
東
二
十
一
番
町
二
六
の
二
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
全
国
的
規
模
で
進
行
す
る
地
方
の
疲
弊
、
格
差
社
会
に
於
け
る
社
会
的
弱
者
の

急
増
に
歯
止
め
を
掛
け
る
べ
く
、
就
労
支
援
な
ど
に
関
す
る
事
業
を
行
う
と
共
に
、
精
神
・
知
的

な
ど
の
障
害
者
が
自
分
ら
し
く
豊
か
に
生
活
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
、
障
害
者
福

祉
の
向
上
と
障
害
者
の
自
立
に
寄
与
す
る
こ
と
に
努
力
し
、
障
害
者
問
題
に
対
す
る
社
会
的
理
解

を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

コ
モ
リ
テ
ク
ニ
カ
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

小
森

健
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
湊
町
字
下
条
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
三
〇
〇
二
三
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
三
年
四
月
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

澤
口
板
金

二

氏
名

澤
口

敏
見

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
南
部
町
大
字
玉
掛
字
諏
訪
ノ
平
三
四
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
三
〇
〇
四
六
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

屋
根
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

青 森 県 報�����	
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建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
グ
レ
イ
ス
ホ
ー
ム

二

代
表
者
の
氏
名

岩
渕

義
昭

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
新
井
田
西
三
丁
目
二
の
一
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
〇)

第
三
〇
〇
三
八
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘

前
市
和
徳
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

中
南
地
域
県
民
局
長

川

村

昌

廣

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
倉
石

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

三
八
地
域
県
民
局
長

鳴

海

英

章

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
二
―
〇

(

人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
二
―
〇

(

人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
二
―
〇

(

人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

専
門
員

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃

阿
保

峰
雄

柴
谷

幸
一

弘
前
市
大
字
撫
牛
子
三
丁
目
一
の
七

〃

大
字
津
賀
野
字
宮
崎
七
一

平
成

��

･

�･

�就
任

〃

〃〃〃〃〃〃〃〃

佐
藤

貢

佐
藤

公
治

三
浦

一
志

阿
保

峰
雄

柴
谷

幸
一

佐
藤

貢

佐
藤

公
治

三
浦

一
志

〃

〃

〃

六
六
の
一

〃

大
字
清
野
袋
四
丁
目
三
の
一
〇

〃

大
字
悪
戸
字
中
野
四
の
一

〃

大
字
撫
牛
子
三
丁
目
一
の
七

〃

大
字
津
賀
野
字
宮
崎
七
一

〃

〃

〃

六
六
の
一

〃

大
字
清
野
袋
四
丁
目
三
の
一
〇

〃

大
字
悪
戸
字
中
野
四
の
一

〃〃〃��･

�･

�退
任

〃〃〃〃

� �



� �

８

専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
培
わ
れ
た
知
識
、
経
験
又
は
能
力
に
応
じ
た
事
務
に
従
事
す

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
中

｢

施
設｣

の
下
に

｢

、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
三
年
厚
生
省

令
第
十
一
号)

第
十
九
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
に
お
け
る
相
互
援
助
活
動
を
行
う
場
所
、
障
害

者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
児
童
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
を
行
う
事
業
若
し
く
は
同
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
事
業
の
う
ち
日

中
一
時
支
援
事
業
を
行
う
施
設
又
は
文
部
科
学
省
の
補
助
事
業
で
あ
る
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連
携

に
よ
る
教
育
支
援
活
動
促
進
事
業
と
し
て
実
施
す
る
放
課
後
等
に
お
け
る
学
習
そ
の
他
の
活
動
を
行

う
場
所｣

を
加
え
、

｢

当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
よ
り
育
成
さ
れ
る｣

を

｢

各
事
業
を
利

用
す
る｣

に
、

｢

赴
く｣

を

｢

赴
き
、
又
は
見
送
る
た
め
赴
く｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
○

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
の
表
議
会
事
務
局
の
項
中

｢

、
室
長｣

を
削
り
、
同
表
知
事
部
局
の
項
中

｢

、
環
境

再
生
調
整
監｣

を
削
り
、

｢

課
長
代
理

(

部｣

の
下
に

｢

又
は
局｣

を
加
え
、

｢

室
の
人
事
事
務
等

を
主
と
し
て
担
当
す
る
も
の
及
び｣

を
削
る
。

別
表
第
二
号
の
表
鉄
道
管
理
事
務
所
及
び
美
術
館
の
項
を
削
り
、
同
表
空
港
管
理
事
務
所
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中

｢

第
六
条
の
二
第
三
項｣

を

｢

第
六
条
の
二
第
二
項｣

に
改
め
、

｢

施
設｣

の

下
に

｢

、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号)

第
十
九
条
第
三
号
に
規

定
す
る
事
業
に
お
け
る
相
互
援
助
活
動
を
行
う
場
所
、
障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
若
し
く
は
同
法
第
七
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美
術
館

事
務
局
長
、
庶
務
担
当
課
長
等
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十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
事
業
の
う
ち
日
中
一
時
支
援
事
業
を
行
う
施
設
又
は
文

部
科
学
省
の
補
助
事
業
で
あ
る
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連
携
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
促
進
事
業
と
し

て
実
施
す
る
放
課
後
等
に
お
け
る
学
習
そ
の
他
の
活
動
を
行
う
場
所｣

を
加
え
、

｢

当
該
放
課
後
児

童
健
全
育
成
事
業
に
よ
り
育
成
さ
れ
る｣

を

｢

各
事
業
を
利
用
す
る｣

に
、

｢

赴
く｣

を

｢

赴
き
、

又
は
見
送
る
た
め
赴
く｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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発
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所
・
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人)

青
森
市
長
島
一
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目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
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人)

青
森
市
第
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問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭
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